
通信・放送事業者のみなさまへ

事業者専用相談窓口



New! 【令和4年10月1日施行】

○電気通信設備の接続・共用に関する協定が調わないとき
○電気通信設備設置用工作物の共用に関する協定が調わないとき
○卸電気通信サービスの提供に関する契約が調わないとき
○電気通信サービスの円滑な提供の確保のために締結が必要な協定・
契約の条件等についての協議が整わないとき

新たな認定開設者 既存の無線局免許人等

○既存免許人の移行費用を負担する終了促進措置に関する契約の締結
について協議が調わないとき

○コンテンツ配信事業等を営むに当たって利用すべき電気通信サー
ビスの提供に関する契約の条件等について協議が調わないとき

○地上基幹放送の再放送に係る同意に関する協議が調わないとき

○通信等の妨害防止のために必要な措置に関する契約の締結について
協議が調わないとき
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